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エネルギー供給構造高度化法
 エネルギー供給構造高度化法は2009年に制定され、エネルギーの安定供給・環境負荷の低減と
いった観点から、電気事業者に対して、非化石エネルギー源の利用の促進を義務付けている。

 具体的には、年間販売電力量が5億kWh以上の小売電気事業者（46者、カバー率98％）に
対して、エネルギーミックスを踏まえ、自ら供給する電気の非化石電源比率を2030年度に44％以
上にすることを求めている。
※判断基準告示において定めており、未達の場合、指導・勧告・命令・罰則が科され得る。
※現時点において、2030年度以前の定量的な目標は設定されていない。
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2. 非化石価値取引市場について

3. 高度化法の中間評価の基準について



非化石価値取引市場について

 小売事業者による高度化法の目標達成を促し、FIT賦課金の国民負担の軽減に資するため、
非化石電源（再エネ、原子力）からの電気の持つ「非化石価値」を証書化し取引するための非
化石価値取引市場を創設。（2018年５月創設）

 証書はエネルギー供給構造高度化法（高度化法）の非化石電源比率報告時に使用可能。
（あわせて、温暖化対策法上の排出係数を算定する際に証書を使用可能。）
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平成29年11月第15回制度検討
作業部会資料に基づき作成
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非化石証書の種類について
 非化石証書は、以下の3種類発行される予定。
①FIT非化石証書（再エネ指定）
②非FIT非化石証書（再エネ指定）
③非FIT非化石証書（指定無し）

再エネ指定 指定無し

FIT非化石証書 非FIT非化石証書 非FIT非化石証書

対象電源 FIT電源
（Ex. 太陽光、風力、小水力、

バイオマス、地熱）

非FIT再エネ電源
（Ex.大型水力・卒FIT電源等）

非FIT非化石電源
(Ex.大型水力、卒FIT電源、

原子力等)

証書売手 GIO 発電事業者 発電事業者

証書買手 小売電気事業者 小売電気事業者 小売電気事業者

最低価格 1.3円/kWh 設定しない 設定しない

最高価格 4円/kWh 4円/kWh 4円/kWh

取引形態 市場取引※1 市場取引※2及び相対取引 市場取引※2及び相対取引

平成30年11月第26回制度検討
作業部会資料に基づき作成

※1市場取引における価格決定方式はマルチプライスオークション方式
※2市場取引における価格決定方式はシングルプライスオークション方式
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中間評価の基準と証書購入量のイメージ
 2018年度上半期の発電実績に基づく非化石電源比率と2017年度の高度化法の報告を踏ま
え、我が国の非化石電源比率が25％となった場合における小売電気事業者の証書購入量
（割合）と証書購入に伴うkWhあたりのコストを試算※したところ、結果は以下の通り。
※試算のため、値は変わる可能性がある

非化石比率
目標値

現時点の非化石
電源の調達状況

化石電源
グランドファザリング

(特例措置)
設定後の目標

グループ外からの
証書の調達量
kWhあたりの

コスト

A B C

多（平均以上）
(旧一電)原子力＋水力＋再エネ
(新電力)再エネ等

目標値※2：約26.5%

(旧一電)8.9%+水力＋原子
力＋再エネ
(新電力) 8.9%＋再エネ等

8.9% 8.9% 8.9%

約0.1円/kWh※1 約0.1円/kWh※1 約0.1円/kWh※1

※但し、小売事業者の非化石電源比率の
平均（GF調整量含む)以上は求めない。

中（平均以下）
(旧一電)水力＋再エネ
(新電力)再エネ等

目標値※2：～約26.5%

(旧一電)8.9%+水力＋再エネ
(新電力) 8.9%＋再エネ等

少（平均以下）
(旧一電)再エネ等
(新電力)再エネ等

目標値※2：約8.9％～

(旧一電)8.9%＋再エネ等
(新電力) 8.9%＋再エネ等

7社 4社 35社

※1 証書価格を1.3円/kWhとした場合の試算
※2 中間評価の基準となる目標値は、証書流通量を考慮した野心的な目標としたうえで、激変緩和量を控除して設定する。なお、

余剰非化石電気相当量（FIT非化石証書の売残りに伴う非化石価値の分配量)は、中間評価においては勘案しない。



11

発電部門の非化石証書収入について 2018年4月第22回制度
検討作業部会を基に作成

 非化石証書の販売収入を発電部門から小売部門に不当に内部補助を行うことによって、小売市
場における競争が歪曲する懸念があることから、電力・ガス監視等委員会において、発電部門の
収入の不当な内部補助の防止について検討が進められている。
（加えて、ベースロード市場への供出価格について、グループ内の小売電気事業者に対する自己のベースロード電源の卸供給
料金と比して不当に高い水準となっていないか監視する予定。）

 小売市場における競争を歪曲化する程度に不当な内部補助が行われていると判断された場合
には、当該事業者の高度化法の中間目標値を見直すことを検討。





非FIT非化石証書に係る認定スキームの全体像

 卒FIT電気の取り扱いも踏まえた非FIT非化石証書に係る認定スキームの全体像は以
下の通り。
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平成30年10月第25回制度検討
作業部会資料に基づき作成

国
（認定主体）

卒FIT
電源等 非FIT

発電事業者

発電契約者
＝小売電気事業者等

非FIT
発電事業者

①

① ①

②
②

③

一般送配電事業者

卒FIT
発電事業者

①

卒FIT
電源等

第三者認定機関による認証業務の内容

①設備認定
国は、発電事業者、発電契約者からの申請に応じて設備
認定を行う。

卒FIT電源については、過去にFIT制度の下、設備認定を
受けているため、当該情報を活用の上、確認作業を実施。

大型水力等の非FIT発電事業者は、発電事業者届等を
元に別途設備認定を行う。

②電力量の認定
 一般送配電事業者による託送供給等業務の一環で確
認された電力量のデータを一般送配電事業者から直接
通知を受け、当該データに基づき電力量の認定を行う。

③認定データの通知
 ②で認定した電力量のデータをJEPXに通知する。

認証スキームイメージ

非化石価値取引市場
（JEPX口座管理システム）

発電契約者

①

②
②

②
②

※ ※

※ ※

①設備認定
②電力量の認定
③認定データの通知
※電力量の通知










